
2 不服申立ての処理概要

不服 不 服 諮 問 答 申 裁決又は 原 決 定 不 服 申 立 て

申立 区 分 申 立 決 定 決定内容 担 当 課 備 考
番号 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 に 係 る 処 分

161 審査請求 H29.5.25 H29.7.20
R3.4.19

(答申140）
R3.7.6 H29.5.17

平成２７年度・２８年度の交通
違反別取締り件数に関する資
料

一部認容
警察本部
交通指導課

166 審査請求 H30.1.26 H30.3.9
R1.7.25

（答申117）
R3.8.5 H30.1.25

特定の病児・病後児保育施設
に関する文書一切

認容
子ども・子育
て支援課

167 審査請求 H30.2.5 H30.3.2
R3.4.19

(答申141）
R3.7.6 H30.1.23

特定事件の行政処分事案検
討表の作成根拠とし、保管して
いる捜査報告書等関係書類

一部認容
警察本部
運転免許課

168 審査請求 H30.3.9 H30.4.2 H30.2.15
公安委員会宛て苦情の申し出
に関する資料

警察本部
総務課

169 審査請求 H30.4.16 H30.5.30 H30.4.6
事件登録の抹消処理依頼につ
いて（平成２９年３月２日付け）
ほか

警察本部
運転免許課

171 審査請求 H30.5.9 H30.6.28
R3.4.19

(答申142）
R3.6.25 H30.4.27

市道浜田４５１号線における規
制速度点検の調査資料

棄却
警察本部
交通規制課

177 審査請求 H30.8.2 H30.8.27
R3.5.18

(答申144)
R3.6.21 H30.5.21

「特定の団体について（要望）」
に関する一連の対応全ての情
報

認容
しまね暮らし
推進課

178 審査請求 H30.8.21 H30.8.27
R3.10.11
(答申147)

R3.10.20 H30.6.26
平成２４年度及び２５年度“地
域の歴史文化イベント”事業助
成金

一部認容 観光振興課

180 審査請求 H31.1.10 H31.2.7 H30.12.20
平成２５年１月１日以降の準仮
停止事案処理簿

警察本部
運転免許課

181 審査請求 H31.2.20 H31.3.22
R3.6.9

(答申145)
R3.8.5 H31.2.8

特定の病後保育に関する記録
一切

棄却
子ども・子育
て支援課

183 審査請求 R1.6.6 R1.11.22
R3.10.11
(答申146)

R3.11.17 R1.5.8
県民税金等割　課税免除入力
一覧表

棄却
税務課
（東部県民セ
ンター）

184 審査請求 R1.9.12 R1.12.19
R3.4.19

(答申143)
R3.6.25 R1.9.9

自動車保管場所の要件及び
適否判断基準の取扱を定めた
事務取扱要綱等

棄却
警察本部
監察課、広
報県民課

185 審査請求 R1.9.17 R2.1.27 R1.7.9 道路改良事業に係る要望書等 道路建設課

186 審査請求 R2.5.1 R2.11.30 R2.4.30
帰国者・接触者外来依頼先医
療機関一覧表等

健康福祉総
務課

187 審査請求 R2.6.11 R2.9.18 H31.4.27
民事訴訟に関する公文書全て
の部分公開決定

警察本部
警務課、広
報県民課

188 審査請求 R2.6.11 R2.9.18 H31.4.27
民事訴訟に関する公文書全て
の非公開決定

警察本部
警務課、広
報県民課

189 審査請求 R2.11.30 R3.3.25 R2.11.11
「A１市街地グランプリ
GOTSU2020」に関する資料

警察本部
警務課、広
報県民課

190 審査請求 R4.2.9 － － R4.3.9 R3.11.17
衆議院議員総選挙の開票録
の謄本及び開票録

認容
選挙管理委
員会
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不服 不 服 諮 問 答 申 裁決又は 原 決 定 不 服 申 立 て

申立 区 分 申 立 決 定 決定内容 担 当 課 備 考
番号 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 に 係 る 処 分

191 審査請求 R4.3.30 R4.3.24
採用・昇任候補者試験の評価
割合

教育委員会
学校企画課

注 1   この表には、令和３年度に不服申立てされたもの及び令和２年度以前に不服申立てされた

もののうち前年度の運用状況書で審議中としたもの及び検討中のものを登載する。

2

3

4

  「不服申立番号」は、「不服申立てに係る処分」ごとに連番を付す。

  「区分」は、審査請求及び異議申立ての別を記入する。

  「備考」には、取下げの場合に、その旨及び日付を記入する。
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